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 国営緊急農地再編整備事業「旭東東神楽地区」では、河川近くの農地で石礫を多く含むほ場

があり、除礫工及び石礫運搬・処理の費用が工事コスト増大の要因となっている。 
本稿では、除礫工法2 種類について、農業者や施工業者への聞き取りをもとに現場適応性を整

理し、本地区における工法選択の基準をとりまとめた事例を報告する。 
 

キーワード：区画整理、生産性向上、石礫除去工  
 
 

1.  地区概要  

 国営緊急農地再編整備事業旭東東神楽地区（図-1、以

下、「本地区」という。）は、北海道の中央部に位置す

る上川郡東神楽町の1,535 haの水田地帯である。本地区

の農地は小区画で排水不良であり、効率的な農作業を行

うための妨げとなっていること等から、今後、耕作放棄

地が増加するおそれがある。そのため、農地の再編整備

を通じて農業生産基盤を強化し、農業の生産性向上や効

率化、また農村の活性化を図ることを目的とし、平成29 
年より事業着手をした。本地区では多くのほ場で土層内

から未風化な石礫が出現し、営農上の支障となることか

ら、除礫により作土厚を確保する必要がある。 
 本地区は4 つの換地区があり、令和6 年度で区画整理

工事が完了する志比内換地区（図-1, 図-2）は、一級河

川石狩川水系忠別川とその支流の志比内川に挟まれた地

域であり、河川由来の玉石を特に多く含み、50 cmを超

える石礫も出現する（図-3）。 
本稿においては、事業による石礫除去工法について、

農業者や施工業者への聞き取りをもとに現場適応性を整

理し、本地区における工法選択の基準をとりまとめた事

例を報告する。 
 

2.  ほ場内における石礫の問題 

 ほ場内の石礫は、農業者にさまざまな負担を生じさせ

る。区画整理工事による排水改良や大区画化に伴い、基

盤層の石礫の一部が表土に混入した場合、農作業に支障

をきたす原因にもなり、事業効果を最大限に発現するこ

とができない。 

 

図-1  旭東東神楽地区 区画整理工事位置図 

 

 

図-2  志比内換地区航空写真（令和6年8月撮影） 

 

 

図-3  ほ場内から出現した玉石 
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 また、石礫が多いほ場では、過度に基盤土が締め固ま

って排水不良が生じたり、作物の根の伸長が阻害され、

作物の収量や品質が低下するほか、農業機械の損耗が早

まることによって、修理や部品交換、場合によっては機

械の買い替えが必要となるため、農業者への経済的な負

担が大きくなる。 

 

3.  除礫工法 

本地区では、農地開発事業における土地分類調査要領

（農水省通達43農地C第71号）に基づき、含礫率10％を

超える農地では営農に支障が生じる（表-1）として、除

礫工を実施することとしている。除礫工法はストーンロ

ーダとストーンクラッシャーの2 種類を検討した。 

 
(1)   ストーンローダ（石礫除去） 
 ストーンローダは、油圧ショベルに石礫除去用に網目

を施したアタッチメントを装着して土砂を振るい落と

し、3 cm以上の石礫を除去する工法である（図-4）。ま

た、ストーンローダによる除礫の工程は、表土剥ぎによ

ってできた表土山でバケットをふるい、バケットに残っ

た石礫と表土の山を分ける。ふるった石礫は、ダンプト

ラックに積込み、ほ場外の集積場に搬出するため(表-

2)、地形や土質条件による作業の制約を受けず、確実な

施工が可能である。また、石礫の取り残しが少ないた

め、営農で支障が少なくなる。 
一方、土のふるいや運搬の工程に時間を要し、搬出さ

れる石礫は、現場で利活用できない場合は産業廃棄物と

なり、運搬費や処理コストが非常に大きい。排礫量によ

っては地盤高が変動するため、用排水路の設計見直しを

要する場合もある。 
 
(2)   ストーンクラッシャー（石礫破砕） 
ストーンクラッシャーは、トラクターの後部に取り付

けた金属歯付きのロ－ラーで、表土の上を走行しながら

表土中の石礫を破砕し、ほ場に還元する工法であり、石

礫を3 cm以下に破砕する（図-5, 図-6）。また、石礫の量

に応じて作業速度を調整しながら破砕を行う。 
ストーンクラッシャーは、耕起後のほ場で表土の上か

ら25 cm深まで施工でき、施工日数が短い。また、破砕

後は耕起後に近い状態となり、円滑に営農を再開でき

る。破砕された石礫は表土内に残るため、排礫を搬出す

る必要がなく、ストーンローダと比較して経済性が高

い。また、表土への基盤土層の混入が少ないため、地力

の減退を最小限にでき、排水性、透水性、保温性を失わ

ない。 
一方で、ストーンクラッシャーは管内における台数が

少なく、作業を受託している公益財団法人北海道農業公

社旭川支所（以下、農業公社という。）が管内で保有し

ている台数は4 台のみであるため、調達が難しい。また、

表-1  含礫量による級位区分 

 

表-2  除礫工法の作業工程と使用機械 

 

 

図-4  除礫状況とストーンローダのアタッチメント 

 

 

図-5  ストーンクラッシャーの破砕状況 

 

 

図-6  ストーンクラッシャーの金属歯の構造 
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30 cm以上の巨礫が表土に混入していると機械が破損す

るため、事前に耕起し、表土内に混入している巨礫の排

出を要する。施工速度は、大きい石礫が多いほ場や粘性

土壌では遅くなり、含水比が高いと施工できないため、

降雨後2 日以上の好天が続いた日を待つ必要がある。土

質の悪条件下では、1 回の施工でも金属歯の交換が必要

になる場合があり、機材コストが高くなる。 

 

4.  聞き取り調査 

 本地区の志比内換地区の受益農家、区画整理工事の施

工業者及びストーンクラッシャーを受託する農業公社に

対し、２種類の工法について意見を聞き取った。 

 

(1)   農業者の意見 
 農業者にとって石礫の対応は負担であり、区画整理工

事により大区画化及び排水改良されたほ場では、大型機

械を利用して営農するにあたり石礫が残っていると機械

が損傷するため、含礫率にかかわらず除礫は必須である。

また、本地区は、ほ場内の含礫量に応じて区画整理工事

内での除礫や、JAひがしかぐら（以下、JA）の助成金

（表-3）を利用した除礫が可能である。 

ストーンクラッシャーによる石礫破砕は、ほ場内に割

られた鋭利な石が残っているため、根菜系作物を傷つけ

てしまうことを懸念する声が多く、営農作物に制限が生

じている。さらに、除礫後の耕起によって、取りこぼし

た土壌中の石礫が、表土上に浮いてくることもあり、営

農の支障となる。加えて、30 cm以上の巨礫はストーンク

ラッシャーで破砕できないため、ストーンクラッシャー

による作業の前に、巨礫をほ場外へ別途排出する作業が

発生することがある。 

ストーンローダによる除礫は、表土山でのふるい分

け作業や発生した石礫の運搬・排出等工程が多く、農業

者による自力施工が難しい。一方で、ストーンクラッシ

ャーと異なり、作土層内に破砕された石礫が残らないた

め、前述の懸念が無い他、施工後には土壌の保水力や保

肥力が高まるため、区画整理工事とともに国営事業にお

いてストーンローダで除礫することを希望している。 

 

(2)   施工業者の意見 
 施工業者にとって、ストーンクラッシャーによる施工

は、表土整地完了後の施工となるため、他の工程と並行

した進捗管理の必要がなく、工程管理は比較的容易であ

るが、機械台数が少なく確保が難しいため、除礫の要否

を早急に確認し、機械を確保する必要がある。 

一方で、ストーンローダによる除礫は、ほ場から排出

した石礫の量により地盤高が変動するため、施工業者は

発注段階の設計から変更する必要がある場合がある。ま

た、排礫とともに表土の一部を持ち出してしまうため、

施工業者によってはほ場外への排出前に再度ふるうこと

で、損失する表土分を削減する工夫を行っている。スト

ーンローダは、ふるう作業時間だけで1 ha当たり10 日間

程度要し、ほ場外の集積場に排出するまでは1 ha当たり

20 日間程度要することから、施工期間が長くなり工事

進捗速度に大きく影響するため、工程管理に苦慮してい

る。加えて、ストーンローダのふるい作業に従事するオ

ペレーターは振動に長時間さらされるため、運転者は負

担に感じている。 

 
(3)   農業公社の意見 
ストーンクラッシャーの施工は、ほ場外に石礫を排出

しないので、石礫の集積場所を確保する必要がないこと

と、工程がシンプルで施工機械も少なく少人数で作業で

きること等の理由から、農業公社では石礫除去工はスト

ーンクラッシャーのみ対応しており、ストーンローダは

所有していない。 
ストーンクラッシャーは、4 月から10 月の間で、作土

層の含水比が低く地耐力のある状態で施工可能であり、

1 ha当たり3 日間程度で完了する。耕起後の巨礫が無い

ほ場でなければ作業速度を確保できないため、これらの

事前処理については農業者の協力が必要となる。 
 なお、ストーンクラッシャーによって砕かれた石礫が

根菜作物を傷つけることはないことが過去の研究で報告
1)されていることから、農業公社は、石礫をほ場外に排

出せず、破砕後の石礫が作土層内に残っていても営農上

問題はないと認識している。 
 

5.  除礫工法の選定基準と活用面積の割合 

 以上を踏まえ、国営事業の除礫は、実施前後で基盤高

に変更がないこと、石礫の排出が発生しないため、運搬

費用や処理費用が削減できること、破砕後の残礫が作物

に与える影響に懸念の声はあるものの、先行研究により

これが否定されていることから、ストーンクラッシャー

による実施を基本とし、区画整理工事前の含礫量調査で

含礫率 10％以上の農地を対象に実施することとしてい

る。 

また、含礫率が 10％に満たず国営事業による除礫の

対象とならなかった農地については、JA の助成を活用

して農業公社にストーンクラッシャーによる除礫を委託

することが可能であり、含礫率 5％以上のほ場は委託費

用の 20％を、含礫率 2％以上のほ場は委託費用の 60％を

表-3  除礫による農業者負担金割合 
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農業者が負担する（表-3）。農業公社は1 ha当たり90 万
円程度でストーンクラッシャーによる除礫作業を受託し

ているため、含礫率 5％以上のほ場であれば、農業者は

18万円程度の負担金で除礫を行うことができる。 
志比内換地区では、194 ha の農地のうち、30％の農地

が含礫率 10％以上を有し国営事業での除礫を行った。

内訳として、ストーンローダを行った農地が 56 ha
（29％）、ストーンクラッシャーを行った農地が 2 ha
（1％）である。含礫率 10％以下の農地では、20 ha
（10％）の農地が JA の助成を活用して除礫を受託した

（表-4）。 
除礫希望の農業者の声が大きいにもかかわらず JA の

助成の活用が進まない要因として、「30 cm 以上の巨礫

は農業者による排礫」という条件であり、ストーンクラ

ッシャーの事前に行う巨礫除去は農業者自身で行う必要

があるが、巨礫除去のための耕起作業において、表土内

部の巨礫により農業者自身の営農機械が損傷してしまう

リスクもあり、経済的負担が増すことも、助成の活用が

進まない要因となっている。 

 

6.  まとめ 

 本地区の志比内換地区においては、農地に河川由来の

巨礫が多量に含まれていることが、調査により判明して

おり、含礫率 10％を超える農地では国営事業において

除礫工を実施することとしている。除礫工法は、農業者

等への聞き取りも踏まえストーンクラッシャーを基本と

し、30 cm 以上の巨礫を含む場合は、ストーンクラッシ

ャーが稼働できないためストーンローダを採用すること

として、除礫工法の選定基準を定めた。 

 農業者は、ストーンローダ後のほ場においては石礫が

ほ場外に排出されるため、保水力や保肥力の向上を実感

している。また、含礫率 10％に満たない農地において

は、農業者は JA の補助を受けてストーンクラッシャー

を実施することができるが、事前に巨礫の搬出や耕起を

自力で対応する必要がある他、ストーンクラッシャーに

よって破砕された石礫が農作物を傷つける懸念ももって

いるため、農業者からは国営事業によりストーンローダ

を実施する要望が強い。 

 含礫率 10％及び巨礫 30 cmの選定基準は途中で変更す

ることなく、令和 6年度をもって志比内換地区の区画整

理工事を完了する予定であるが、今後も、JA 等と連携

し、含礫率、除礫の有無や他の選定基準として、農地の

収量や地耐力等についてもとりまとめ、引き続き、志比

内換地区において助成制度を活用しながら農業者の自助

共助による除礫対応も活発に行われるよう、促していき

たい。 
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表-4  志比内換地区で除礫を行った面積割合 

 


